
平成３０年第２回農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年２月２８日(水) 午後４時００分～ 

              

２．開催場所 宇土市役所 別館講習室 

 

３．出席委員（１１人） 

   農業委員 金田起代子  中山 一一  谷山 次則  佃 正人 

  田代 洋一  境  良一  本田 孝徳  山本 賢一 

  太田 桂子  佐美三 守  堀  城 

   

４．欠席委員（１人）齊藤 英次  

        

５．議事録署名者指名  田代 洋一議長 

  議事録署名委員   谷山 次則  佃 正人 

６．議 事 

 （１）議案 第５号 農地法第３条の規定による許可申請審議について 

 （２）議案 第６号 農地法第５条の規定による許可申請審議について 

 （３）議案 第７号 農用地利用集積計画の同意について 

 （４）報告２号   農地法第１８条６項の規定による農地の合意解約につい

て 

 

 

唯局長  こんにちは。 

      今日は夜に天候が悪くなる予報が出ておりますが，本日も委員の皆様

には大変にお忙しい中に，ご出席いただきましてありがとうございま

す。今回は，平成３０年第２回の通常総会です。 

 

      それでは只今から，総会を始めさせていただきます。 

      本日の農業委員さんのご出席者数は１２名中，１１名で，過半数に達

しておりますので，本日の総会が成立したことをご報告します。 

      開会にあたりまして，田代会長からご挨拶をお願いします。 

 

田代会長  こんにちは。 

      第２回の農業委員会総会にあたりまして，ご出席いただきましてあり



がとうございます。この間の２３日の熊本市民会館で開催されました

農業委員会活動推進大会はお疲れ様でした。他の県下の市町村いろい

ろ頑張っていらっしゃるように感じました。宇土市は中山間地に属し

ておりまして，耕作放棄地が増加しておりまして発生の防止対策が急

務と考えております。何度も話しておりますが，私は農業基盤整備事

業を起こして，農地の集積集約が一番効果があるというふうに思って

おりますので，委員さんの頑張りを期待しております。最後に，今日

の審議がスムーズにいくことをお願いし，挨拶といたします。 

 

唯局長   ありがとうございました。 

      次に議長選出になりますが，宇土市農業委員会会議規則第５条により，

田代会長に議長をお願いします。 

 

田代議長  それでは，平成３０年第２回農業委員会総会を開会します。しばらく

の間，議長を務めさせていただきます。まず，議事録署名委員の指名

でありますが，議長において指名するということでよろしいでしょう

か。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  それでは，谷山委員さんと佃委員さんにお願いします。 

       

      それでは只今より議案審議を行います。 

      まず，申請書の確認委員さんより申請内容について説明をお願いし，

後から事務局の補足説明の上，可否の判断をしていただくということ

になっております。確認委員さんには説明をよろしくお願いします。 

 

      それでは，今月の議案審議をお願いします。 

 

      議案第５号，農地法第３条の規定による農地所有権移転等の許可申請

に対する審議についてを議題とします。 

      申請番号１番について，確認委員さんは中山三委員さんですので，説

明をよろしくお願いします。 

 

中山委員  はい。申請番号１番について説明します。譲受人・譲渡人・土地の所

在地は議案書記載の通りです。登記３筆とも田，現況３筆とも田，登



記面積３筆合計２０８６㎡です。耕作面積７６７６㎡，申請面積２０

８６㎡です。貸借形態所有権無償です。譲受理由規模拡大，譲渡理由

経営縮小，家族２人，権利の種類は贈与でございます。よろしくお願

いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   申請番号１番について説明します。申請地までの通作距離は約３００

ｍで，農業年数５０年，農機具も所有し，主たる作物は米・野菜にな

ります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について，委員さん

のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。 

      申請番号２番については，確認委員さんは本田委員さんですので，説

明をお願いします。 

 

本田委員  それでは２番について説明します。譲受人，譲渡人，土地の所在地は

議案書記載の通りでございます。登記２筆田，現況２筆田，登記面積

は合計で３３１９㎡です。耕作面積は２０４４１㎡，申請面積は３３

１９㎡，所有権無償です。譲受・譲渡理由は親から子への贈与となっ

ております。以上です。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   申請番号２番について補足説明します。申請地までの通作距離は約５

００ｍであり，農業年数１４０年，農機具も所有し，主たる作物は米

になります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号２番について，委員さん

のご意見はありませんか。 



 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，２番については承認をいたします。 

申請番号３番と４番については申請人が同じですので，併せて説明を

よろしくお願いします。確認委員さんは境委員さんですので説明をお

願いします。 

 

境委員   はい。申請番号３番と４番について説明します。譲受人・譲渡人・土

地の所在地は議案書記載の通りです。登記１筆が畑，２筆が田になっ

ております。登記面積は３筆合わせまして１０１４㎡，耕作面積４０

８９㎡，申請面積１０１４㎡です。貸借形態は所有権無償です。譲受

理由親受贈，譲渡理由は子へ贈与です。家族２人，権利のぞ余でござ

います。続けて４番について，譲受人・譲渡人・土地の所在地は議案

書記載の通りです。登記３筆とも田で，現況も同じです。登記面積は

３筆合計で１４５５㎡，耕作面積は４０８９㎡，貸借形態は所有権無

償です。譲受理由規模拡大，譲渡理由は経営縮小です。家族２名，権

利の種類は贈与です。以上です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   申請番号３番・４番について説明します。申請地までの通作距離は約

１．２㎞から約３㎞で，農業年数３０年，農機具も所有し，主たる作

物は米・果樹になります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号３番・４番について，委

員さんのご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，３番・４番については承認をいたしま

す。 

申請番号５番について，確認委員は本田委員さんですので，説明をよ

ろしくお願いします。 

 



本田委員  はい。申請番号５番について説明します。譲受人・譲渡人・土地の所

在地は議案書記載の通りです。登記畑，現況畑，登記面積１０２９㎡，

耕作面積３６６７４．４㎡，申請面積１０２９㎡，貸借形態は所有権

無償です。譲受理由，譲渡理由は親から子への贈与です。以上です。

よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   申請番号５番について説明します。申請地までの通作距離は約３．２

㎞３分で，農業年数４０年，農機具も所有し，主たる作物は米・たば

こになります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号５番について，委員さん

のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，５番については承認をいたします。 

以上で議案第５号については５件の承認を得ましたので，許可書の交

付を行います。 

 

      次に議案第６号，農地法第５条の規定による農地転用の権利移転を伴

う許可申請に対する審議についてを議題とします。 

      申請番号１番について，確認委員さんは本田委員さんですので説明を

お願いします。 

 

本田委員  申請番号１番について説明します。譲受人・譲渡人・土地の所在地は

議案書記載の通りです。登記田，現況畑，登記面積４８１㎡，権利の

種類は使用貸借権設定，使用目的は個人住宅１９３㎡です。よろしく

お願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局から補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   申請番号１番について補足説明します。地図は７ページです。 



      申請人は城塚町に居住する個人であり，平成２８年の熊本地震により

自宅が半壊し，現在の場所は熊本県の急傾斜地崩壊危険個所に指定さ

れたため，新たに家を建てる場所を探していたところ，申請地が自宅

から近く適していると考え，今回の転用申請となりました。申請地は

１０ヘクタール以上の農地の広がりがあり，第１種農地と思われます

が，不許可の例外に該当し許可は可能です。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について委員さん方

のご意見はございませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。 

      申請番号２番について，確認委員さんは山本委員さんですので，説明

をお願いします。 

 

山本委員  申請番号２番について説明します。譲受人・譲渡人・土地の所在地は

議案書記載の通りです。登記畑，現況畑，登記面積は２１０㎡，内転

用面積は２１０㎡で，権利の種類は所有権有償，売買となっておりま

す。転用目的は作業所及び資材置き場となっております。以上です。

よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局から補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   申請番号２番について補足説明します。地図は８ページです。 

      申請人は網津町に居住し，石の加工や建設業の仕事をしており，その

作業場が手狭なため土地を探していたところ，申請地が自宅の道向か

いであり適していると考え今回の転用申請となりました。申請地は，

第１種農地，第２種農地及び第３種農地の基本的な区分のいずれの要

件にも該当しない農地であり，その他の農地として第２種農地に位置

付けられると思われます。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号２番について委員さん方

のご意見はございませんか。 

 



全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，２番については承認をいたします。 

      申請番号３番について，確認委員さんは中山委員さんですので，説明

をお願いします。 

 

中山委員  申請番号３番について説明します。譲受人・譲渡人・土地の所在地は

議案書記載の通りです。登記田，現況畑，登記面積は２７８㎡，転用

面積も２７８㎡，権利の種類は使用貸借権設定です。転用目的は個人

住宅７２．４５㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局から補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   申請番号３番について補足説明します。地図は９ページです。 

      申請人は花園町に居住し，結婚し今後の子育ての環境に適した住宅地

を探していたところ，申請地が実家の隣接地であり適していると考え

今回の転用申請となりました。申請地は，第１種農地，第２種農地及

び第３種農地の基本的な区分のいずれの要件にも該当しない農地で

あり，その他の農地として第２種農地に位置付けられると思われます。

以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号３番について委員さん方

のご意見はございませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，３番については承認をいたします。 

      申請番号４番について，確認委員さんは金田委員さんですので，説明

をお願いします。 

 

金田委員  申請番号４番について説明します。譲受人・譲渡人・土地の所在地は

議案書記載の通りです。登記田，現況田，登記面積３７６㎡，内転用

面積３７６㎡です。権利の種類は所有権有償，売買です。転用目的は

駐車場です。よろしくお願いします。 

 



田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局から補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   申請番号４番について補足説明します。地図は１０ページです。 

      申請人は葬儀式の請負業を営む法人であり，城之浦町の斎場の駐車場

が不足しており，拡大する土地を探していたところ，申請地が斎場に

近く適していると考え，今回の転用申請となりました。申請地は都市

計画区域の用途地域であり，第３種農地になります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号４番について委員さん方

のご意見はございませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，４番については承認をいたします。 

      申請番号５番について，確認委員は中山委員さんですので，説明をお

願いします。 

 

 

中山委員  ５番について説明します。譲受人・譲渡人・土地の所在地は議案書記

載の通りです。登記は田，現況は畑です。登記面積は６２２㎡，内転

用面積も６２２㎡です所有権有償，売買です。転用目的は共同住宅１

棟，１７１．３６㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局から補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   申請番号５番について補足説明します。地図は１１ページです。 

      申請人は住吉町で海苔機械の製作や，不動産の賃貸および管理等を営

む法人で，申請地が利便性が良く，住宅も立ち並んでおり，共同住宅

建設用地に適していると考え，今回の転用申請となりました。申請地

は上下水道が埋設された道路の沿道の区域で，かつ，５００ｍ以内に

花園小学校・花園幼稚園があるため，第３種農地と思われます。以上

です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号５番について委員さん方



のご意見はございませんか。 

委員    異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，申請番号５番については承認をします。 

      以上で議案第６号については，５件すべて承認されましたので，許可

書の交付を行います。 

 

      それでは議案第７号，農用地利用集積計画の同意を議題とします。事

務局より説明をお願いします。 

 

事務局   はい。説明いたします。 

      番号１番，借り手・貸し手・物件の所在は議案書の通りです。地目田，

面積が１２７７㎡，平成３０年３月１日から平成３２年２月２８日ま

での，２年間の賃借権の再設定となっており，借賃は１筆当たり１３

０００円となっております。 

番号２番，借り手・貸し手・物件の所在は議案書の通りです。現況は

２筆とも田で，面積が２筆合計の３０２０㎡，平成３０年２月２８日

から平成３５年２月２７日までの５年間の賃借権の再設定となって

おり，借賃は１０アール当たり米６０㎏となっております。 

番号３番，借り手・貸し手・物件の所在は議案書の通りです。地目３

筆とも田，面積が３筆合計で４０６２㎡，平成３０年２月２８日から

平成４０年２月２７日までの１０年間の賃借権設定となっており，借

賃は１０アール当たり２２０００円となっております。 

      番号４番，借り手・貸し手・物件の所在は議案書の通りです。地目田，

面積は２９７５㎡，平成３０年２月２８日から平成３４年２月２７日

までの４年間の賃借権の再設定となっており，借賃は１０アール当た

り３００００円となっております。 

      番号５番，借り手・貸し手・物件の所在は議案書の通りです。地目田，

面積１６１２㎡，平成３０年２月２８日から平成４０年２月２７日ま

での１０年間の賃借権の再設定となっており，借賃は１筆当たり２０

０００円となっております。 

      番号６番から番号１２番までは農地中間管理事業の関連となってお

ります。その内の６番から１０番までは，借受予定者が同じでありま

すので，そこは一括して説明させていただきます。 

      番号６番から１０番まで，借り手・貸し手・物件の所在は議案書の通

りです。地目が１３筆とも田で，面積が合計の１１４１０㎡，平成３



０年４月１日から平成４０年３月３１日までの１０年間の賃借権設

定で，借賃は１０アール当たり１００００円となっております。 

      続きまして番号１１番，借り手・貸し手・物件の所在は議案書の通り

です。地目が２筆とも田で，面積が合計１６８９㎡，平成３０年４月

１日から平成４０年３月３１日までの１０年間の賃借権設定となっ

ております。 

      番号１２番，借り手・貸し手・物件の所在は議案書の通りです。地目

は５筆とも畑で面積が合計の６２８６㎡です。平成３０年４月１日か

ら平成４０年３月３１日までの１０年間の賃借権の設定となってお

り，借賃は１０アール当たり１００００円となっております。 

 

続きまして１６ページをお開きください。 

こちらが，今月の利用権設定等状況一覧表となっております。 

続きまして１７ページをお開きください。こちらのページ左側が，今

月の利用権設定となっております。合計だけ読み上げますと，利用権

設定が３２３３１㎡となっております。ページ右側が１月からの累計

となっております。合計だけ読み上げますと，利用権設定が７０８１

３㎡となっております。以上です。 

 

田代議長  事務局の説明は終わりました。委員さん方のご意見はありませんか。 

 

委員    １２番についてお尋ねします。この物件の借り受け予定者ですが，本

人が所有する農地が現在耕作放棄地となっておりまして，今回借り受

けた農地も耕作放棄地となりはしないかと心配しますが。 

 

田代会長  現在耕作放棄地となっている農地を，解消するよう強く指導したいと

思います。他にご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議無しということですので，議案第７号については同意をいたしま

す。 

      以上で，農用地利用集積計画については，同意したことを市へ通知を

いたします。 

      次に報告２号，農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借等の

合意解約の報告についてを議題とします。事務局より報告をお願いし



ます。 

事務局   説明いたします。番号１番，解約農地は議案書記載の通りです。地目

田，面積が８２６㎡で，賃貸人・賃借人も議案書記載の通りです。平

成２９年１２月３日付け，農地中間管理事業利用のための解約となっ

ております。 

番号２番，解約農地は議案書記載の通りです。地目田，面積が１０３

６㎡で，賃貸人・賃借人も議案書記載の通りです。平成３０年１月２

６日付け，農地中間管理事業利用のための解約となっております。 

番号３番，解約農地は議案書記載の通りです。地目田，面積が１１６

８㎡で，賃貸人・賃借人も議案書記載の通りです。平成３０年１月３

０日付け，農地中間管理事業利用のための解約となっております。 

以上です。 

 

田代議長  以上で報告２号についての報告は終わりました。 

以上で予定しておりました案件は終わりましたけど，その他で事務局

から何かありますか。 

 

唯局長   私から１点だけ報告をいたします。先般の活動推進大会時に，委員さ

んからご意見をいただきましたのが，「貸したい人」「借りたい人」の

リストをほしいということでした。これは，事務局で農地中間管理事

業関係で把握している資料になりますが，本日お配りしております。

内容の説明を担当の桑原さんから説明をしていただきますのでよろ

しくお願いします。 

 

      ≪桑原アドバイザーより資料の説明有≫ 

 

田代議長  他にありませんか。 

 

事務局   ありません。 

 

佐美三副会長  それでは第２回総会を閉会します。お疲れ様でした。 

 

 

 

            議    長   田代 洋一    印 

 



議事録署名人   谷山 次則    印 

 

議事録署名人   佃  正人    印 


